
初歩的なことから
教えてほしい
初歩的なことから
教えてほしい

アイデアがあるが
どうすれば良いか
わからない

アイデアがあるが
どうすれば良いか
わからない

同じ商品や商品名が
出願されていないか

知りたい

同じ商品や商品名が
出願されていないか

知りたい

海外へ進出して
製品を販売したい
海外へ進出して
製品を販売したい

費用を抑えるため
減免制度について
教えてほしい

費用を抑えるため
減免制度について
教えてほしい

ライセンス契約・
権利譲渡の契約等の
アドバイスがほしい

ライセンス契約・
権利譲渡の契約等の
アドバイスがほしい

社内で
知財セミナーを
実施してほしい

社内で
知財セミナーを
実施してほしい

▶お問い合わせ先
京都発明協会「知財総合支援窓口」
T E L：075-326-0066
FAX：075-321-8374

知財に関する悩みや課題はありませんか？知財に関する悩みや課題はありませんか？

あなたの企業の強みを活かすため、
まずはお気軽にご相談ください！
あなたの企業の強みを活かすため、
まずはお気軽にご相談ください！

毎週　月曜日～金曜日（休日、祝日を除く )

午前▶9:00～12:00　午後▶13:00～17:00
　※事前予約制です。

相　談　日　時

国内や海外への
出願方法を
教えてほしい

国内や海外への
出願方法を
教えてほしい

知財総合支援窓口知財総合支援窓口
初歩的なことから初歩的なことから初歩的なことから初歩的なことから初歩的なことから初歩的なことから初歩的なことから

を使って課題を解決してみませんか！！を使って課題を解決してみませんか！！

独立行政法人工業所有権情報・研修館事業

詳細はホームページをご覧ください▶http://www.chizai-kyoto.com/詳細はホームページをご覧ください▶http://www.chizai-kyoto.com/

権利侵害に
対応したい



１年以内に検討
○優先権主張を伴う出願

特許権の発生
★特許料の支払いが
なければ出願却下

４年目以降の特許料納付により
出願から最長 20年

（一部 25年）権利維持

特
許
出
願

方
式
審
査

実
体
審
査

拒
絶
理
由
通
知

拒
絶
査
定

特
許
査
定

設
定
登
録

無
効
審
判

拒
絶
査
定
不
服
審
判

知
財
高
裁
へ
提
訴

最
高
裁
に
上
告

出
願
審
査

の
請
求

意
見
書

補
正
書

拒絶理由あり

応答なし

不備があれば
却下処分
（補正可）

出願から
３年以内

（出願人、第三者）

公開特許公報の発行
（１年６月経過後）

補償金請求権
の発生

（早期公開制度もあり）
特
許
料

納
付

特許公報の発行

拒絶
審決 拒絶判決

無効判決
維持判決

解消
せず

特許審決・判決 無効審決
維持審決

解消
拒絶理由なし

窓口支援担当者
課題を把握し、その課題に対応した知的財産活動を提案します。

福本　徹 九鬼　正雄小倉　一郎 北川　俊治

・国内や外国出願に必要な費用、手続き
等につきまして説明します。

・思いついたアイデアや商品名と同じ出
願があるか調べる方法を説明します。

知財意識・
アイデア

・拒絶理由通知に対応するための意見書
や補正書の作成方法の助言や、作成さ
れた書類を添削します。

拒絶理由通知

・国内や外国出願書類の作成方法や作成
された書類の添削等の支援をします。

・海外展開する際の注意点なども説明し
ます。

・知財総合支援窓口では、電子出願のた
めのパソコンを設置しており、どなた
でも活用していただけます。

国内出願
海外出願

特許出願から特許取得までの流れ ◆他社（者）に権利を侵害された場
合や他社（者）から権利侵害の警
告書が届いてしまった場合の対応
方法について説明します。

その他
権利侵害対策

◆中堅・中小企業、個人事業主、創
業予定の個人の方には、必要に応
じ、窓口支援担当者や知財専門家
が訪問し、支援をします。

訪問支援

◆新人や技術者向けに、講師を派遣
し、社内の知財知識向上を支援し
ます。

社内研修

◆早期審査制度
◆産業財産権関係料金減免制度
◆外国出願補助金制度
等、出願に役立つ制度を紹介、説
明します。

ご存じですか？
各支援制度

・ライセンス契約の流れを説明します。

・ 権利譲渡の契約書の内容を確認します。

・ 技術移転等、お持ちの権利を有効活用
するための支援をします。

登録・権利化
製品化・事業化

特に専門性の高いご相談の場合は、
弁護士・弁理士・デザイン専門家・
ブランド専門家・海外知財プロデュー
サー等が、窓口支援担当者と共同で
助言します。

産業財産権の例

実用新案権
物品の構造、形状に係る
考案を保護

ボタンの配置
や構造

商標権
商品やサービスに使用するマーク
（文字、図形等）を保護

ブランド名

特許権
（物、方法、製造方法の）

発明を保護

液晶技術

意匠権
物品のデザインを保護

スマートな
デザイン

課題の相談

課題把握・アドバイス

訪問してアドバイス

共同してアドバイス

連携してアドバイス

支援後のフォローアップ支援後のフォローアップ

中
　小
　企
　業
　等

中小企業支援機関

知財総合支援窓口

知財専門家
（弁護士･弁理士等）

特に専門性の高い相談

窓口支援担当者
課題把握・アドバイス

訪問してアドバイス

共同してアドバイス

連携してアドバイス

窓口支援担当者

知財専門家

・知財総合支援窓口では、電子出願のた
めのパソコンを設置しており、どなた

知
財
高
裁
へ
提
訴

費用は一切不要です。



案内地図

技術評価請求

出　願

特　許

出願審査請求

特許料納付

特許査定

出願・１～３年
登録料納付

実用新案

登録料納付

出　願

意　匠

登録料納付

登録査定

出　願

商　標

登録料納付

更新登録申請

登録査定

主要な手続に必要な料金

技術評価請求手数料
実用新案
42,000 円＋評価を求める請求項の数 ×1,000 円

出願料
特　　許 14,000 円

実用新案 下記の合計額を同時納付

意　　匠 16,000 円

商　　標 3,400 円＋区分数 ×8,600 円

出願料 14,000 円
１～３年登録料（2,100 円＋請求項の数 ×100 円）×３

特許料・登録料
特　　許 １～３年　毎年　2,100 円＋請求項の数 ×200 円

実用新案 ４～６年　毎年　6,100 円＋請求項の数 ×300 円

意　　匠 １～３年　毎年　8,500 円

商　　標 全額納付　区分数 ×28,200 円
分割納付　区分数 ×16,400 円

更新登録申請手数料
商　　標 全額納付　区分数 ×38,800 円

分割納付　区分数 ×22,600 円

電子化手数料
1,200 円＋枚数 ×700 円

※オンラインで可能な手続を書面で行う場合（一部を除く）
　には、電子化手数料が必要です。

出願審査請求手数料
特　　許 118,000 円＋請求項の数 ×4,000 円

平成28年4月1日以降

JR山陰本線（嵯峨野線）　丹波口駅下車　西へ徒歩約5分

6号館

9号館

京都市産業技術研究所

3号館

7号館 4号館
1
号
館

2号館
KRPガスビル
1Fディリバ京都

西地区 東地区

丹波口立体駐車場
6・7Fコ・ス・パ京都リサーチパーク

五条通

東地下駐車場東地下駐車場

西屋外駐車場

京都府産業支援センター2階
一般社団法人 京都発明協会
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実施機関

一般社団法人 京都発明協会
〒600-8813　京都市下京区中堂寺南町134
京都リサーチパーク内　京都府産業支援センター2階
E-mail：hatsumei@ninus.ocn.ne.jp
TEL：075-326-0066（知財総合支援窓口直通）
FAX：075-321-8374

このリーフレットは、印刷用の紙へリサイクルできます。

※料金は変更になる場合があります。
※中小企業、個人事業主、個人などの方は、特許料・審査請求料などが安くなる「減免制度」を利用できます。詳しくは特許庁ホームページでお確かめ下さい。


